
平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日
受
領

答

弁

第

一

一

三

号

内
閣
衆
質
一
七
三
第
一
一
三
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
竹
内
譲
君
提
出
中
央
省
庁
の
審
議
会
等
常
勤
委
員
の
勤
務
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
竹
内
譲
君
提
出
中
央
省
庁
の
審
議
会
等
常
勤
委
員
の
勤
務
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
又
は
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号

）
第
三
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
て
い
る
合
議
制
の
機
関
（
以
下
「
審
議
会
等
」
と
い
う

。
）
の
数
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
時
点
で
百
十
七
で
あ
る
。
ま
た
、
審
議
会
等
の
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。

）
の
う
ち
常
勤
の
委
員
は
五
十
五
人
、
非
常
勤
の
委
員
は
千
七
百
五
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者

（
職
務
の
専
門
性
等
を
踏
ま
え
、
専
ら
教
育
、
研
究
又
は
医
療
に
従
事
し
た
者
及
び
国
家
公
務
員
と
し
て
の
勤
務
が
一
時
的

で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
）
は
、
常
勤
の
委
員
の
う
ち
十
二
人
、
非
常
勤
の
委
員
の
う
ち
八
十
二
人
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
常
勤
の
委
員
五
十
五
人
の
平
成
二
十
一
年
十
月
（
同
月
の
出
勤
状
況
が
把
握
で
き
な
い
場
合
は
、

把
握
で
き
る
直
近
の
月
。
以
下
「
対
象
月
」
と
い
う
。
）
の
出
勤
日
数
を
今
回
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
調
査
に
よ
り
把
握

し
た
出
勤
日
数
を
、
対
象
月
の
日
数
を
七
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
日
数
（
そ
の
数
に
小
数
点
以
下
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
。
以
下
「
週
平
均
出
勤
日
数
」
と
い
う
。
）
を
算
出
し
、
お
尋
ね
の
区
分
に
従

一



っ
て
お
答
え
す
る
と
、
�
五
日
以
上
の
者
が
四
十
人
、
�
四
日
の
者
が
十
四
人
、
�
三
日
の
者
が
一
人
、
�
二
日
の
者
、
�

一
日
の
者
及
び
�
零
日
の
者
が
零
人
と
な
っ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
審
議
会
の
委
員
の
一
人
の
週
平
均
出
勤
日
数
が
三
日
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
総

務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
、
兼
職
を
行
っ
て
い
る
た
め
で

あ
る
。

三
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
非
常
勤
の
委
員
千
七
百
五
人
に
つ
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十

二
号
）
第
九
条
及
び
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
六
条
の

規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
手
当
の
額
を
今
回
調
査
し
、
当
該
額
を
合
算
し
千
七
百
五
人
で
除
し
て
得
た
額
は
、
二
万
四
百
七

十
四
円
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

二



常
勤
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
今
回
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
現
在
、
地
方
財
政
審
議
会
の
委
員
一
名

が
兼
職
を
行
っ
て
お
り
、
総
務
省
設
置
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
、
関
西
学
院
大
学
教
授
、
政
府
税
制
調

査
会
委
員
（
会
長
代
理
）
、
国
土
審
議
会
委
員
、
第
九
次
自
治
制
度
研
究
会
委
員
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
代
表
者
会
議

委
員
、
財
団
法
人
全
国
市
町
村
研
修
財
団
理
事
、
東
京
市
政
調
査
会
理
事
及
び
医
療
政
策
会
議
委
員
の
職
を
兼
ね
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
非
常
勤
の
委
員
の
他
の
審
議
会
等
と
の
「
兼
職
数
」
に
つ
い
て
は
、
今
回
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
二

十
一
年
十
月
一
日
現
在
、
二
つ
の
職
を
兼
ね
て
い
る
者
が
百
七
十
六
人
、
三
つ
の
職
を
兼
ね
て
い
る
者
が
三
十
七
人
、
四
つ

の
職
を
兼
ね
て
い
る
者
が
十
四
人
と
な
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

委
員
は
原
則
と
し
て
非
常
勤
と
す
る
が
、
審
議
会
等
の
性
格
、
機
能
、
所
掌
事
務
の
経
常
性
、
事
務
量
等
か
ら
み
て
、
ほ

ぼ
常
時
活
動
を
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
委
員
と
し
て
の
勤
務
態
様
上
特
段
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
常
勤
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


